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第１回 枚方市教育委員会定例会 会議録 

開会 平成26年１月21日午前10時00分 閉会 平成26年１月21日午前10時10分 

日程番号 議 案 番 号 案     件 結果

１ 報告第９号

臨時代理事項の報告について 

（１）枚方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規程の一

部改正について 
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○記虎委員長 それでは、新しい年に入りまして、第１回目の枚方市教育委員会定例会を始めます。 

  開会に先立ち、委員の出席状況について報告を求めます。 

  君家管理部長。 

○君家管理部長 委員の出席状況について報告します。 

  本日の会議、全員出席です。 

  以上、報告を終わります。 

○記虎委員長 報告のとおり、定足数に達しておりますので、ただいまから平成26年第１回枚方市

教育委員会定例会を開会いたします。 

  次に、本定例会の会議録署名委員の指名を行います。 

  会議録署名委員は、会議規則第17条第２項の規定により、委員長において、山下委員を指名い

たします。 

  それでは、日程１、報告第９号「臨時代理事項の報告について」を議題とします。 

  説明を求めます。 

  君家管理部長。 

○君家管理部長 ただいま上程いただきました報告第９号、臨時代理事項の報告につきまして、ご

説明いたします。 

  議案書の１ページをごらんください。 

  ご報告いたしますのは、ページ中ほどの２、臨時代理事項にございますとおり、臨時代理第７

号、枚方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規程の一部改正についてでございます。 

  本件につきましては、教育委員会の権限に属する事務につきまして、特に緊急を要すると認め

ましたため、教育長が臨時に代理いたしましたので、教育長に委任する事務等に関する規則第４

条第２号の規定により、教育委員会に報告し、承認を求めるものでございます。 

  議案書の２ページをごらんください。 

  臨時代理第７号、枚方市立小学校及び中学校の通学区域に関する規程の一部改正につきまして、

ご説明いたします。 

  本件は、教育長に委任する事務等に関する規則第３条第２項の規定により、平成26年１月７日

付で、教育長が臨時代理をいたしましたものでございます。 

  １、臨時代理の内容でございますが、５ページの参考資料から順にご説明させていただきます。 

  議案書の５ページをごらんください。 

  上段が位置図、下段が詳細図になっております。下段の詳細図をごらんください。 

  今回の改正は、太線で囲まれた21の部分が住宅開発により、北中振２丁目21番街区として、平

成25年12月24日に新たな住居表示が付番されたことに伴い、この街区の通学区域を指定するもの

でございます。本街区は隣接地の既に住居表示されている22の部分、北中振２丁目22番街区と生

活導線を共有するなど、連続性のある街区となっていることを考慮し、本街区を北中振２丁目22

番街区と同様の枚方市立第二中学校の通学区域とするものでございます。 

  上の位置図をごらんください。 

  今回の改正により、図の点線の北側が蹉跎中学校区、南側が第二中学校区となります。 
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  議案書の４ページにお戻りください。 

  改正内容につきまして、新旧対照表によりご説明いたします。 

  別表第２でございますが、第二中学校及び蹉跎中学校の項中、22番をいずれも21番及び22番に

改めるものでございます。 

  なお、小学校の通学区域につきましては、北中振２丁目は全ての区域が蹉跎小学校となってお

りますので、規定改正の必要はございません。 

  恐れ入りますが、３ページにお戻りください。 

  補足でございますが、本案件につきましては、住居の完成が間近に迫っており、特に緊急を要

すると認めましたため、平成26年１月７日付で、教育長が臨時代理を行い、同日付で施行したも

のでございます。 

  以上、簡単ではございますが、報告第９号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、

ご承認いただきますようお願いいたします。 

○記虎委員長 これから質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  これから報告第９号を採決します。 

  本件は、承認することに異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○記虎委員長 異議なしと認めます。 

  よって、本件は承認することに決しました。 

  以上、本定例会に付議された案件は全て議了しました。 

  これをもって、平成26年第１回枚方市教育員会定例会を閉会いたします。 

 



－ 4 － 

署  名 

 

       記  虎   敏  和            

 

       山  下   薫  子            

 


